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土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

住宅用地の
課税標準特例

固定資産税

固定資産税
などを軽減

震災被災家屋の代替家屋震
災
被
災
住
宅
用
地

課
税
標
準
の
特
例
を

平
成
１７
年
度
も
継
続

固定資産課税
台帳の閲覧等

縦覧期間に限らず可能です

３月１９・２０日に実施

休日納税相談

車
体
表
示
な
ど
が

４
月
か
ら
義
務
化
に

産
業
廃
棄
物
の
収
集
運
搬

住民異動届受付の
窓口が混雑します

引越しの多い３月消
費
生
活
あ
・
れ
・
こ
・
れ

〜
跡
を
絶
た
な
い
架
空
請
求
に
ご
注
意
〜

市
は
、
平
成
１７
年
度
の
固
定

資
産
縦
覧
帳
簿
を
、
資
産
税
グ

ル
ー
プ
（
市
役
所
本
庁
舎
２
階

�
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２
６

９
）
、
塩
瀬
・
山
口
支
所
内
の

税
務
管
理
グ
ル
ー
プ
（
�
０
７

９
７
・
６
１
・
０
０
４
８
）
で

縦
覧
し
ま
す
。

【
縦
覧
帳
簿
記
載
項
目
】
土

地
…
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地

積
、
価
格
（
評
価
額
）
▽
家
屋

…
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、

構
造
、
床
面
積
、
価
格
（
評
価

額
）【

縦
覧
期
間
】
４
月
１
日
〜

５
月
３１
日
（
土
・
日
曜
、
祝
日

を
除
く
）
の
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
１５
分

【
縦
覧
範
囲
】
土
地
価
格
等

縦
覧
帳
簿
お
よ
び
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
。
自
己
資
産
以
外
の

土
地
や
家
屋
の
価
格（
評
価
額
）

に
つ
い
て
も
縦
覧
可
能

【
縦
覧
対
象
者
】
固
定
資
産

税
の
納
税
者
（
所
有
者
）
か
そ

の
代
理
人

【
持
参
す
る
も
の
】
運
転
免

許
証
や
健
康
保
険
証
、
前
年
度

分
納
税
通
知
書
な
ど
本
人
と
確

認
で
き
る
も
の
。
ま
た
、
代
理

人
の
場
合
は
必
ず
委
任
状
持
参

を
【
審
査
申
し
出
期
間
】
固
定

資
産
課
税
台
帳
に
価
格
を
登
録

し
た
旨
が
公
示
さ
れ
た
日
か
ら

納
税
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日

以
後
６０
日
ま
で
の
間

居
住
用
家
屋
の
敷
地
（
住
宅

用
地
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
税

負
担
を
特
に
軽
減
す
る
必
要
か

ら
課
税
標
準
の
特
例
措
置
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す（
下
表
参
照
）。

住
宅
用
地
の
特
例
は
、
本
来

は
固
定
資
産
税
（
土
地
）
の
賦

課
期
日
で
あ
る
１
月
１
日
に
お

い
て
、
住
宅
用
家
屋
（
人
の
居

住
の
用
に
供
す
る
家
屋
）
の
敷

地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
土

地
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
住
宅
用

家
屋
の
敷
地
と
し
て
利
用
さ
れ

て
い
な
い
土
地
に
比
べ
、
税
額

が
大
幅
に
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。こ
の
特
例
措
置
は
、

原
則
と
し
て
当
該
土
地
が
１
月

１
日
に
住
宅
用
家
屋
の
敷
地
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に

の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
新

た
に
住
宅
の
建
築
が
予
定
さ
れ

て
い
る
土
地
や
住
宅
が
建
築
中

の
土
地
に
は
こ
の
特
例
措
置
の

適
用
が
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
毎
年
送
付
す
る
納
税

通
知
書
の
課
税
明
細
書
に
は

「
住
宅
用
地
」
ま
た
は
「
一
部

住
宅
用
地
」
と
記
載
し
て
い
ま

す
。問

合
せ
は
資
産
税
グ
ル
ー
プ

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２
２

１
）
へ
。

市
は
、
震
災
に
よ
り
滅
失
・

損
壊
し
た
家
屋
（
被
災
家
屋
）

の
代
わ
り
に
取
得
し
た
家
屋

（
代
替
家
屋
）
の
固
定
資
産
税

と
都
市
計
画
税
を
次
の
と
お
り

軽
減
し
ま
す
。

該
当
す
る
人
は
資
産
税
グ
ル

ー
プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３

２
２
６
）
へ
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。代

替
家
屋
は
平
成
７
年
１
月

１７
日
か
ら
１７
年
３
月
３１
日
ま
で

（
１９
年
３
月
３１
日
ま
で
期
間
延

長
の
予
定
）
に
取
得
し
た
も
の

に
限
り
ま
す
。

な
お
、
市
の
新
築
家
屋
調
査

の
際
に
、
す
で
に
申
告
書
を
提

出
し
て
い
る
人
は
、
再
度
の
手

続
き
は
不
要
で
す
。

【
軽
減
内
容
】
代
替
家
屋
に

か
か
る
税
額
の
う
ち
、
被
災
家

屋
の
課
税
床
面
積
相
当
分
に
つ

い
て
最
初
の
４
年
度
間
は
２
分

の
１
減
額
、
そ
の
後
２
年
度
間

は
３
分
の
１
減
額
さ
れ
ま
す
。

適
用
期
間
は
、
代
替
家
屋
の
取

得
後
６
年
間
で
す
。

【
適
用
要
件
な
ど
】
①
被
災

家
屋
を
解
体
ま
た
は
売
買
な
ど

の
処
分
を
し
て
い
る
こ
と

②

被
災
家
屋
は
市
外
も
可

③
代

替
家
屋
は
新
築
・
中
古
の
い
ず

れ
も
可
。
ま
た
、
損
壊
し
た
家

屋
の
一
部
を
解
体
撤
去
し
、
そ

の
部
分
に
増
築
を
行
っ
た
場
合
、

そ
の
増
築
部
分
は
代
替
家
屋
と

み
な
し
ま
す

④
代
替
家
屋
は

原
則
と
し
て
被
災
家
屋
と
同
じ

用
途
に
限
り
ま
す

⑤
代
替
家

屋
の
所
有
者
が
次
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
こ
と
▽
被
災
家
屋
の
所

有
者
本
人
▽
被
災
家
屋
の
所
有

者
の
相
続
人
▽
被
災
家
屋
の
所

有
者
の
３
親
等
内
の
親
族
（
被

災
家
屋
の
所
有
者
本
人
の
居
住

の
た
め
、
本
人
に
代
わ
っ
て
住

宅
を
建
て
た
場
合
に
限
る
）
▽

被
災
家
屋
の
所
有
者
（
法
人
）

の
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
合

併
法
人

※
被
災
家
屋
の
所
有
者
…
平

成
７
年
１
月
１６
日
現
在
の
所
有

者
※
被
災
家
屋
が
賃
貸
家
屋
の

場
合
、
借
家
人
は
所
有
者
要
件

に
該
当
し
な
い
の
で
、
こ
の
特

例
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん

市
は
、
平
成
７
年
１
月
１
日

現
在
に
住
宅
用
地
の
認
定
を
受

け
て
い
た
土
地
で
、
阪
神
・
淡

路
大
震
災
に
よ
り
住
宅
が
滅
失

し
た
り
取
り
壊
さ
れ
た
と
き
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
に

つ
い
て
は
、
住
宅
が
建
築
さ
れ

て
い
な
く
て
も
同
一
の
所
有
者

な
ど
が
引
き
続
き
所
有
し
て
い

る
場
合
、
１７
年
度
に
お
い
て
も

引
き
続
き
住
宅
用
地
で
あ
る
も

の
と
み
な
し
て
、
「
住
宅
用
地

の
課
税
標
準
の
特
例
」
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
貸
駐
車

場
な
ど
別
の
用
途
に
使
用
し
て

い
な
い
場
合
に
限
り
ま
す
。

こ
の
特
例
は
現
在
、
１７
年
度

ま
で
の
措
置
で
す
が
、
１９
年
度

（
震
災
復
興
区
画
整
理
事
業
施

工
中
の
地
区
内
の
土
地
に
つ
い

て
は
２２
年
度
）
ま
で
期
間
延
長

の
予
定
で
す
。

問
合
せ
は
資
産
税
グ
ル
ー
プ

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２
２

１
）
へ
。

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

お
よ
び
価
格
等
の
証
明
に
つ
い

て
は
、
縦
覧
期
間
に
限
ら
ず
い

つ
で
も
、
納
税
者
本
人
の
閲
覧

お
よ
び
証
明
の
ほ
か
、
土
地
・

家
屋
の
借
地
・
借
家
人
等
の
人

も
、
関
係
す
る
固
定
資
産
の
課

税
台
帳
を
閲
覧
す
る
こ
と
や
、

証
明
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

【
閲
覧
期
間
】
４
月
１
日
か

ら
の
（
土
・
日
曜
、
祝
日
、
年

末
年
始
を
除
く
）
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
１５
分

【
閲
覧
場
所
】
資
産
税
グ
ル

ー
プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３

２
６
９
）、
塩
瀬
・
山
口
支
所

内
の
税
務
管
理
グ
ル
ー
プ
（
０

７
９
７
・
６
１
・
０
０
４
８
）

※
な
お
、
証
明
は
税
務
管
理
グ

ル
ー
プ（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
、

塩
瀬
・
山
口
支
所
内
）、
鳴
尾

・
瓦
木
・
甲
東
支
所
、
ア
ク
タ

西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
発
行
し

ま
す
（
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
で
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
）

【
閲
覧
対
象
者
】
右
表
参
照

【
持
参
す
る
も
の
】
上
記

「
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
」
の
場
合
に
必
要
な

も
の
の
ほ
か
、
借
地
・
借
家
人

等
の
人
は
、
賃
貸
借
契
約
書
等

権
利
関
係
を
証
明
で
き
る
も
の

が
必
要

※
代
理
人
の
場
合
は

必
ず
委
任
状
の
持
参
を

市
は
、
滞
納
市
税
の
早
期
収

納
を
図
る
た
め
、
催
告
を
続
け

て
い
ま
す
。

普
段
、
勤
務
な
ど
の
関
係
で

納
税
相
談
の
連
絡
困
難
な
人
や
、

事
情
に
よ
り
ま
だ
納
付
し
て
い

な
い
人
の
た
め
に
、
３
月
１９
・

２０
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５

時
ま
で
納
税
グ
ル
ー
プ
（
市
役

所
本
庁
舎
２
階
�
０
７
９
８
・

３
５
・
３
２
３
３
）
で
、
休
日

納
税
相
談
を
行
い
ま
す
。
当
日

は
正
面
玄
関
か
ら
お
入
り
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス
は
ペ
ー
ジ
下

参
照
）
で
も
市
税
や
納
税
に
つ

い
て
案
内
し
て
い
ま
す
。

廃
棄
物
処
理
法
施
行
規
則

等
が
改
正
さ
れ
、
平
成
１７
年

４
月
１
日
以
降
は
、
産
業
廃

棄
物
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
を
含
む
）
を
収
集
運
搬
す

る
場
合
、
次
の
と
お
り
、
車

両
に
か
か
る
表
示
と
書
面
の

備
え
付
け
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
す
。

な
お
、
許
可
を
受
け
た
産

業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
だ

け
で
な
く
、
自
己
の
産
業
廃

棄
物
を
自
ら
運
搬
す
る
事
業
者

も
対
象
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ
は
産
業
廃
棄
物
対
策

課
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２

７
７
）
へ
。

※
詳
細
は
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス
は

ペ
ー
ジ
下
参
照
）
に
も
掲
載
し

て
い
ま
す

《
収
集
運
搬
車
両
に

表
示
す
べ
き
事
項
》

①
産
業
廃
棄
物
の
収
集
運
搬

車
で
あ
る
旨
の
表
示
、
②
氏
名

（
法
人
名
）、
③
許
可
番
号
下

６
ケ
タ
（
産
業
廃
棄
物
収
集
運

搬
業
者
の
場
合
）

※
①
は
約

５
㌢
角
以
上
、
②
・
③
は
約
３
・

２
㌢
角
以
上
の
文
字
を
使
用

《
車
両
に
備
え
付
け
る

書
面
の
内
容
》

①
自
己
運
搬
の
場
合
…
氏
名

（
法
人
名
）、
住
所
、
産
業
廃

棄
物
の
種
類
・
数
量
、
積
載
日
、

積
載
事
業
場
の
名
称
・
所
在
地
・

連
絡
先
、
運
搬
先
事
業
場
の
名

称
・
所
在
地
・
連
絡
先

②
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

者
の
場
合
…
産
業
廃
棄
物
収
集

運
搬
業
の
許
可
証
の
写
し
、
産

業
廃
棄
物
管
理
票
（
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
）

例
年
３
月
は
、
引
越
し
に
と

も
な
う
転
出
届
や
転
居
届
な
ど

住
民
異
動
届
が
非
常
に
多
く
、

受
付
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。

受
付
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ

さ
い
。
特
に
月
曜
日
は
混
雑
し

ま
す
の
で
、
待
ち
時
間
を
少
し

で
も
短
く
す
る
た
め
、
住
民
異

動
の
届
け
出
は
で
き
る
だ
け
月

曜
日
は
避
け
る
よ
う
、
お
願
い

し
ま
す
。

な
お
、
住
民
異
動
届
は
、
市

民
窓
口
グ
ル
ー
プ
（
市
役
所
本

庁
舎
１
階
）、
各
支
所
・
市
民

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア
ク
タ

西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
受
け
付

け
ま
す
。
受
付
日
時
は
、
月
曜

日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
祝
日
を

除
く
）
の
午
前
９
時
か
ら
正
午

ま
で
と
午
後
０
時
４５
分
か
ら
５

時
１５
分
ま
で
（
ア
ク
タ
西
宮
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
は
７
時
半
）で
す
。

届
け
出
の
際
は
、
運
転
免
許
証

や
健
康
保
険
証
な
ど
届
出
人
を

確
認
で
き
る
書
類
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
は
市
民
窓
口
グ
ル
ー

プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１

１
２
）
へ
。

ハ
ガ
キ
や
封
書
に
よ
る
身
に

覚
え
の
な
い
請
求（
架
空
請
求
）

に
対
し
て「
無
視
す
る
よ
う
に
」

と
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
が
、

最
近
、
マ
ス
コ
ミ
が
「
悪
質
業

者
が
裁
判
を
起
こ
す
場
合
が
あ

る
の
で
、
無
視
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
」
と
報
道
し
ま
し
た
。
裁

判
所
か
ら
の
少
額
訴
訟
の
訴
状

や
支
払
督
促
の
送
達
で
あ
れ
ば
、

必
ず
、
郵
便
配
達
員
が
「
○
○

裁
判
所
」
と
印
刷
さ
れ
た
封
書

を
直
接
手
渡
し
す
る
�
特
別
送

達
�（
差
出
し
人
は
裁
判
所
、

公
証
人
に
限
る
）
で
届
け
ら
れ

ま
す
。
郵
便
受
け
に
入
れ
ら
れ

て
い
た
身
に
覚
え
の
な
い
請
求

書
は
、
封
書
で
も
架
空
請
求
と

考
え
て
ほ
ぼ
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。文

面
に
「
裁
判
」
や
「
訴
訟
」

な
ど
と
書
い
て
あ
り
、
内
容
を

問
い
合
せ
る
場
合
に
は
、
裁
判

所
等
の
電
話
番
号
、
所
在
地
を

電
話
帳
な
ど
で
確
認
し
て
か
ら

に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
は
消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
（
０
７
９
８
・
６
４
・
０
９

９
９
）
へ
。

固定資産課税台帳閲覧可能対象者一覧

閲覧できる人

固定資産税の納税義務者

土地について賃借権その他
の使用または収益を目的と
する権利（対価が支払われ
ているものに限る）を有す
る人 〈例〉借地人

家屋について賃借権その他
の使用または収益を目的と
する権利（対価が支払われ
ているものに限る）を有す
る人 〈例〉借家人

固定資産の処分をする権利
を有する一定の人
〈例〉破産管財人等

対象固定資産

当該納税義務に
かかる固定資産

当該権利の目的
である土地

当該権利の目的
である家屋
およびその敷地
である土地

当該権利の目的
である固定資産

住宅用地にかかる課税標準の特例措置

都市
計画税

価格の
３分の１

価格の
３分の２

固定
資産税

価格の
６分の１

価格の
３分の１

小規模住宅用地
（住宅用地のうち、一戸あたり
２００㎡までの部分）

一般住宅用地
（住宅用地のうち、一戸あたり
２００㎡を超える部分）

固
定
資
産
の
縦
覧
な
ど

平
成
１７
年
度
の
固
定
資
産
の
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
や
固
定
資
産
税

の
課
税
特
例
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

（３） 平成１７年（２００５年）３月１０日
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